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令和４年度におけるJAXAの業務の実績に関する評価に対する意見（案）の概要②

 「Ⅲ.3.5 衛星リモートセンシング」：自己評定「Ａ」

多くの観測衛星の後期運用、後後期運用を着実に実施するとともに、気候変動観測衛星（GCOM-C）の長期定常運用、科学、⽔産、
⽕⼭・災害監視、海洋モデル・海しる、農林など幅広い分野での衛星データの利活用が行われたこと、観測データ提供先について、気象庁、
海上保安庁、米海洋大気局（NOAA）など多岐にわたり日本の存在感を高めたことが、顕著な成果と認められることから、A評定は妥当
である。一方で、政府保有の地球観測衛星はALOS-2のみとなってしまっており、このALOS-2が災害時の緊急観測等を担っている状況に
あり、民間衛星やその他の工夫によって代替手段を検討するなど、予備がない現状は早急に改善すべきである。

 「Ⅲ.3.10 衛星通信等の技術実証」：自己評定「B」

ALOS-3喪失により光データ通信の実証が行えなかったことや、ETS-9打ち上げが2025年以降に延期となりフルデジタル化技術を用いた通
信機器などのミッション機器の軌道実証が遅れることなどの外的要因等のため、JAXAの本分野における研究開発が受動的、制限的になら
ざるを得なかったが、年度計画の業務を概ね計画どおり実施しているためB評定は妥当である。

主な総務省関係の評価項目

JAXA自己評定と見解が異なる項目に対する審議会意見（案）

 「Ⅲ.3.11 人工衛星等の開発・運用を支える基盤技術」：自己評定「Ａ」→「Ｂ」
追跡運用については、レーザ測距を用いた高精度軌道決定技術により、要求値の20mmを超える6mmの測距精度を達成するなどの顕
著な成果を得ている。一方で、周波数管理室の職員の増員について、重要な業務ではあるもののその効果測定がなされていないこと、宇宙
機システム搭載後の累積疲労管理要求の撤廃について、その効果（例えば開発期間短縮、コスト削減など）が明確でないこと、試験施
設のPPP化によるコストなどは2022年度の特筆すべき成果とはいえないと思われ、総合して所期の目標を達成していることから、B評定が妥
当である。

 「Ⅲ.4.2 新たな価値を実現する宇宙産業基盤・科学技術基盤の維持・強化」：自己評定「S」→「A」

超音速燃焼飛行試験実施と予測ツールの開発、RINSの研究開発、革新的衛星技術実証2号機の成果と市場化、静止光学衛星の取
り組み、宇宙探査イノベーションハブにおける事業化・社会実装の取り組みなど、多くの成果を得たことは高く評価できるが、特に顕著な成果
としてS評定とする根拠（効果、アウトカム等）が明確でないことから、A評定が妥当である。
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 「Ⅲ.4. 宇宙政策の目標達成に向けた分野横断的な研究開発の取組」：自己評定「S」→「A」

民間事業者との協業に関しては、やや評価の甘い点はあると考えるが、基盤的技術の面で大きな成果が出ており、大項目である「特に顕著
な成果の創出」として認めてもよいと考えられることから、A評定が妥当である。

 「Ⅲ.6.3 プロジェクトマネジメント及び安全・信頼性」：自己評定「Ｂ」→「Ｃ」

部品の耐放射線性や宇宙空間での放射線によるソフトエラー発⽣率の推定を行う半導体部品の耐放射線性評価手法の研究を進めるな
ど、大半のプロジェクトについては、プロジェクトマネジメントが着実に遂行されたと認められる。しかしながら、「閉鎖研究における不適切な研究
行為」に関し、データの捏造・改竄だけでなく、被験者対応での倫理違反があったこと、H3ロケットの開発遅延から初号機打ち上げ失敗の中
で、H3ロケットが打ち上げられない場合に備えたリスク管理上のバックアッププランが不十分だったこと、１事業年度に２つのミッション喪失が
あったことから、プロジェクトマネジメントにおいて問題がある可能性が高く、マネジメントの進め方を精査し問題の所在の有無を明らかにする必
要があるためC評定が妥当である。

 「Ⅵ.1. 内部統制」：自己評定「Ｂ」→「Ｃ」

「閉鎖研究における不適切な研究行為」については、データの捏造・改竄での発覚が起因となって、その後の調査で同意書や説明書に記載
のない方法でのストレスを加えるといった被験者の人権への配慮が欠けていることも明らかとなった。研究不正として極めて遺憾な例を内部調
査によって明らかにした点は評価できるが、データ捏造・改竄以上に、被験者の人権に関わる倫理・コンプライアンス違反が発⽣したことを重く
うけとめるべきである。また、過年度の不正行為が当年度に初めて評価の場に提示されたことも問題であり、こういった事態が発⽣した以上は
内部統制上の不備があると言わざるを得ず、抜本的な対策を講じる必要があると考えられることから、Ｃ評定が妥当である。

令和４年度におけるJAXAの業務の実績に関する評価に対する意見（案）の概要③
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